
介護福祉士養成課程 学則

（徳島県立小松島西高等学校 福祉科 ）

○ 介護福祉士養成施設（福祉系高等学校）

位 置 徳島県小松島市中田町原の下２８の１

連 絡 先 電話 ０８８５－３２－０１２９

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８８５－３２－５４６２

校 長 安 藝 恭 子

設置年月日 平成２１年４月１日

○ 設置者

徳島県（徳島県徳島市万代町１丁目１番地）
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介護福祉士養成課程学則（徳島県立小松島西高等学校における介護福祉士養成課程に関する規程）

（目的）

第１条 徳島県立小松島西高等学校における介護福祉士養成課程（以下、介護福祉士養成

課程という）は、学則に定めるほか、本規程の定めるところによる。

（名称）

第２条 徳島県立小松島西高等学校 福祉科

（位置）

第３条 介護福祉士養成課程は、徳島県立小松島西高等学校福祉科（徳島県小松島市中田

町字原の下２８の１）に置くものとする。

（修業年限）

第４条 介護福祉士養成課程の修業年限は３年とする。

（学生定員、学級数）

第５条 生徒定員は、徳島県教育委員会の定めるところによる。現在は１学年１学級定員

３０名とする。

（養成課程・履修方法）

第６条 全日制課程とし、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第５に基づき教育課程

を編成し、そのとおり履修させるものとする。一部選択科目をのぞき、全て必修と

する。

（教育課程）

第７条 介護福祉士養成課程の教育課程は別紙によるものとする。

（学年・学期・休日）

第８条 別紙資料徳島県立小松島西高等学校学則、第 2章学期および休業日のとおりとす

る。

（入学時期）

第９条 入学時期は学年の始めとする。

（入学資格）

第 10 条 徳島県立学校規則第２３条の２の規定により、高等学校に入学することのでき

る者とする。

（入学者の選考）

第 11条 入学志願者に対しては、入学者の選抜を行う。

２ 入学者の選抜方法については、徳島県教育委員会が定め、毎年あらかじめこれを

告示する。

別紙資料徳島県立高等学校生徒募集選抜要項（省略）
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（入学手続）

第 12 条 入学を許可された者は、校長の指定する期日までに誓約書、住民票の抄本、そ

の他所定の書類を提出する。

（入学検定料・入学金、授業料、実習費用）

第 13 条 授業料その他費用徴収については、徳島県立学校使用料手数料徴収条例の定め

るところによる。

資料：当該年度徳島県立高等学校生徒募集選抜要項（省略）

当該年度徳島県立小松島西高等学校入学関係書類（省略）

実習費用は１学年につき、１０，０００円とする。

（休学・退学・復学）

第 14条 別紙資料徳島県立小松島西高等学校学則、第６章生徒管理のとおりとする。

別紙資料徳島県立小松島西高等学校学則（省略）

（学習の評価・卒業の認定）

第 15 条 別紙資料徳島県立小松島西高等学校学則、第４章単位修得の認定および卒業、

学習関係規程のとおりとする。

１ 介護福祉士養成課程指定規則別表に基づき教育課程に編成された科目は、各学年

において、欠課時数が授業時数の３分の１を超えた生徒には、当該科目の単位を与

えることができない。

２ 「介護実習」においては、欠課時数が授業時数の５分の１を超えた生徒には、介

護福祉士国家試験受験資格としての単位を与えることができない。但し、特別の事

情と校長が認めた場合は審議の対象とし、その時数分として学校が指示する実習施

設において補充実習を完了することにより認定することができる。

３ 「介護実習」においては、正当な理由で欠席した場合は別紙資料徳島県立小松島

西高等学校学習関係規程に基づき、補講として当該施設での補充実習を実施し、実

習相当時間に認めることができる。

４ 「介護実習」の評価は、別紙資料徳島県立小松島西高等学校学習関係規程と当該

実習施設長による評価を総合的に評価するものとする。

（賞罰）

第 16条 別紙資料徳島県立小松島西高等学校学則、第６章生徒管理のとおりとする。

（教職員の組織）

第 17条 徳島県立学校規則第１６条の規定のとおりとする。

付則 本規程は、平成２１年４月１日から施行する。

第１５条第２項は平成２４年３月１９日から改正する。

第５条は、令和２年４月１日から改正する。
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教員数 科目別担当教員

専任教員 氏名 担当科目 資格・免許
○亀島木綿子 生活支援技術 看護師

（医療的ケアを含む） 「福祉」「看護」教員免許
介護総合演習
介護実習
こころとからだの理解

（教務に関す ◎原 佐緒理 介護福祉基礎 介護福祉士
る主任者には 生活支援技術 「福祉」「家庭」教員免許
氏名の前に◎ 介護総合演習
印を、領域「介 介護実習
護」「こころと こころとからだの理解
か ら だ の 理
解」に1人以 岸本 仁美 生活支援技術 「福祉」「家庭」教員免許
上必要な教員 介護総合演習
には、○印を 介護実習
記すこと） こころとからだの理解

家庭総合
福祉情報

新田 剛司 社会福祉基礎 介護福祉士
介護福祉基礎 社会福祉士
生活支援技術 「福祉」特別免許
介護過程
介護総合演習
介護実習

○杣友愛梨 社会福祉基礎 介護福祉士
生活支援技術 社会福祉士
介護過程 「福祉」教員免許
介護総合演習
介護実習
福祉情報

○佐々由美子 家庭総合 介護福祉士
生活支援技術 社会福祉士
介護総合演習 「福祉」「家庭」教員免許
介護実習 訪問介護員２級
こころとからだの理解

医療的ケアを ○亀島木綿子 生活支援技術 看護師
担当する教員 （医療的ケアを含む） 「福祉」「看護」教員免許

介護総合演習
介護実習
こころとからだの理解


